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議
案
第
８
０
号

 

高
松
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

 

高
松
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
４
１
年
高
松
市
条
例
第
３
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
ま
す
。

 

令
和
８
年
６
月
１
２
日
提
出

 

高
松
市
長

 
大

 
西

 
秀

 
人

 

高
松
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

高
松
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
昭
和
４
１
年
高
松
市
条
例
第
３
９
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
下
線
部
分
は
改
正
部
分
）

 

改
正
後

 
改
正
前

 

（
葬
祭
補
償
）

 
（
葬
祭
補
償
）

 

第
１
８
条

 
非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消
防
作
業
等
に
従
事

し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ

と
に
よ
り
、
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
市
は
、
葬
祭
補
償
と
し
て
、
葬
祭

を
行
う
者
に
対
し
て
、
３
３
万
円
に
補
償
基
礎
額
の
３
０
倍
に
相
当
す
る
金
額

を
加
え
た
金
額
を
支
給
す
る
。

 

第
１
８
条

 
非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消
防
作
業
等
に
従
事

し
、
救
急
業
務
に
協
力
し
、
若
し
く
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に

よ
り
、
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
市
は
、
葬
祭
補
償
と
し
て
、
葬
祭
を
行

う
者
に
対
し
、
３
１
万
５
，
０
０
０
円
に
補
償
基
礎
額
の
３
０
倍
に
相
当
す
る

金
額
を
加
え
た
金
額
を
支
給
す
る
。

 

附
 
則
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（
施
行
期
日
等
）

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
高
松
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
１
８
条
の
規
定
（
同
条
に
規
定
す

る
定
額
部
分
の
額
を
変
更
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
す
る
。

 

 
（
経
過
措
置
）

 

２
 
新
条
例
第
１
８
条
の
規
定
（
同
条
に
規
定
す
る
定
額
部
分
の
額
を
変
更
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
適
用
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
高
松
市
消
防
団
員
等

公
務
災
害
補
償
条
例
第
４
条
第
７
号
に
規
定
す
る
葬
祭
補
償
（
以
下
「
葬
祭
補
償
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
葬
祭
補

償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

 

３
 
適
用
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
葬
祭
補
償
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
高
松
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い

う
。
）
第
１
８
条
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
も
の
又
は
旧
条
例
附
則
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
も
の
（
そ
の
額
が
６
６
万
円
未
満

で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
支
払
は
、
新
条
例
第
１
８
条
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
葬
祭
補
償
の
内
払
と
み
な
す
。

 

（
提
案
理
由
）

 

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
関
係
条
文
を
整
備
す
る
も
の
で
す
。
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議案第８１号  

工事請負契約の締結について  

工事請負契約を次のとおり締結します。  

    令和８年６月１２日提出  

  高松市長   大  西  秀  人  

１  契 約 の 目 的  旧高松市総合福祉会館解体工事  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３   契 約 金 額  金５９４，７７０，０００円  

４   契約の相手方  東洋建設株式会社  

 代表取締役  中  村  龍  由  

 上記代理人  

高松市昭和町一丁目３番５号  

東洋建設株式会社四国支店  

執行役員支店長  長  岡  晃  

（提案理由）  

地方自治法第９６条第１項第５号及び高松市契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるものです。  
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（参照１）  

  地方自治法（抜粋）  

第９６条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければなら

ない。  

第１号～第４号  省略  

(５ ) その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約

を締結すること。  

第６号～第１５号  省略  

第２項  省略  

（参照２）  

    高松市契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抜粋）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第９６

条第１項第５号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予

定価格１億５，０００万円以上の工事又は製造の請負とする。  
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